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F-31 ロイコトリエン受容体拮抗剤の併用投与 

 

《令和 4 年 9 月 26 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、ロイコトリエン受容体拮抗剤の併用投与は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 単剤で効果不十分な場合、異なる作用機序の医薬品を追加投与すること

が適当と考える。 

 


